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そのため、事業者団体の勉強会や、自主的に事業者が来庁する機会を捉えて、法律

や条例等の周知を図るとともに、事業者からの個別の相談等には、適切な助言、対応

を行います。 

 

    具体的施策  
《自主来庁事業者に対する情報提供》 

自らの取引行為に関して、法令上の問題点を把握し改善を行うことを目的として

来庁した事業者に対し、相談情報を提供し、法令遵守について指導を行います。 

さらに、来庁した信用供与事業者、コンサルタント業務受託事業者に対しても、

加盟店等の相談情報を提供し、指導、監督を依頼します。 

 

《景品表示法の趣旨、内容の周知》  

事業者から寄せられる表示についての相談に対し、景品表示法の趣旨、内容、留

意点などを丁寧に説明し、適切な表示が行われるよう助言します。 

さらに、景品表示法や国の作成するガイドライン、Ｑ＆Ａ等について周知を図る

とともに、勉強会の開催を希望する事業者、事業者団体に対しては、資料の提供や

講師の派遣を行います。 
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取組１ 様々な場における消費者教育の推進 

消費者教育は、誰もがどこに住んでいても、生涯を通じて、学校、地域、家庭、職域

等のライフステージに応じた様々な教育の場で受けられることが必要であり、幼児期

から高齢期までの各段階に応じて体系的に行うことが求められます。 

このため、消費者及び消費者教育の推進に従事する者が取り組むべき消費者教育の

意義や目標を理解できるよう、「消費者教育の体系イメージマップ」（P.36 参考資料）

なども参考にしながら、対象領域ごと、発達段階ごとの学習目標を整理し、全体像を

明示し、体系的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標２ 主体性のある消費者の育成 

～消費者の自立支援と持続可能な社会の実現を目指して～ 

 

イラスト挿入③ 

（イメージ） 

具体的施策 取組１ 様々な場における消費者教育の推進

目標２ 主体性のある消費者の育成
　～消費者の自立支援と持続可能な社会の実現を目指して～
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(1) 学校教育における消費者教育の推進 

小・中・高等学校においては、2017 年、2018 年に改訂された新学習指導要領に

基づき、育成すべき資質、能力として、「学びに向かう力・人間性等の涵養
かんよう

」、「知

識や技能の習得」、「思考力・判断力・表現力等の育成」を三つの柱として、より良

い学校教育を通じて、より良い社会を創るという目標を共有し、社会と連携・協働

しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育むとされています。 

新学習指導要領では、消費者教育の内容の充実も図られていることから、家庭科

や社会科などの教科を中心に、学校教育において一層充実した消費者教育が行われ

るよう努めます。実施に当たっては、実践的な消費者教育を、より円滑かつ効果的

に行うため、必要に応じて弁護士や司法書士等の専門家との連携を図ります。 

また、大学等においては、一人でも多くの学生に消費生活や消費者問題に関する

情報や知識を届けるため、県と大学等が連携し、出前講座を開催するなど消費者教

育の取組を推進します。 

 

   具体的施策  
    《学習指導要領に基づく消費者教育の推進》 

学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階や特性に応じた消費者教育を、小・

中・高等学校等の各教科等において推進し、自立した消費者の育成に取り組みます。 

また、環境教育、食育、国際理解教育、金融経済教育、情報教育その他の消費生

活に関する教育と連携して、消費者教育を推進します。 

  

《「消費者教育研究校」の指定》 

「消費者教育研究校（高等学校・特別支援学校）」を指定し、

より効果的かつ実践的な消費者教育の導入への支援を行うと

ともに、教員向け消費者教育情報提供紙「あいち消費者教育

リポート」や研修会「消費者教育推進フォーラム」において

研究校の実践例を紹介することで、他の学校での活用を促進

します。 

 

《「消費者教育コーディネーター」の配置による消費者教育推進体制の構築》  

地域や学校、消費者団体、事業者、事業者団体等、消費者教育を担う多様な関係

者や場をつなぎ、多様な主体が連携・協働した体制づくりが進むよう、新たに配置

した「消費者教育コーディネーター(※) 」を活用し、消費者教育の機会提供を拡充し

ます。 

 

※ 消費者教育コーディネーター 

 消費者教育を担う多様な関係者や場をつなぐため、間に立って調整をする役目を担う者 

教員向け消費者教育情報提供紙 

「あいち消費者教育リポート」 
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※　消費者教育コーディネーター
 消費者教育を担う多様な関係者や場をつなぐため、間に立って調整をする役目を担う者

具体的施策

（1）  学校教育における消費者教育の推進
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